
121

京 都 府 公 報 号外 第36号 平成16年４月30日 金曜日

６．過年度の収支の状況

体育館における過去５年間の収支の状況は以下のとおりである。（なお、収入・支出についての金額表示にあたって

は、千円未満の金額を切捨てて表示しているため、合計金額と各金額との合計額とは一致しない。）
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営利（興行）の多寡により年度ごとに若干の収入のばらつきはあるものの、例年、支出が収入を大きく上回っており、

つぎのように不採算な状況が継続している。
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平成10年度から平成14年度の５年間にかけて、毎年度、平均約1.5億円もの収支差額のマイナス、企業会計に準じて

いえば、いわゆる「損失」が生じているのである。

なお、指摘するまでもなく、上記表には、一般企業においては計上されるべき減価償却費あるいは土地建物賃借料、

大規模修繕費等は加味されてはおらず、したがって、一般的な企業会計を適用すれば、「損失」の額はさらに拡大する

であろうことに留意されたい。

さて、収入について指摘しておきたい。府は、そのスポーツ振興事業を積極的に推進しており、体育館はその拠点と

位置づけられている。振興事業へ参加する人数は毎年、ほぼ横ばいとなっているが、当該事業にかかる収入は減少傾向

にある。収入に関する詳しい分析については後述することとしたい。

支出については、「給料」「職員手当等」「共済費」といった職員の人件費がその大半をしめている。体育館の職員の

うち教員を併任している者の人件費は、上記の「体育館費」以外の科目（項）で処理されているため、体育館に配置さ

れている職員の人件費総額ということになれば金額はさらに大きくなる。

ところで、体育館は築30年以上の老朽化した施設であるがゆえに、通常、相当の修繕が必要になってくる時期である

と考えられる。しかしながら、体育館の収支状況をみると、その維持修繕費は、例年、数百万円程度にとどまっている

ことがわかる。これは、大規模な修繕に関しては、体育館ではなく本庁執行となり、工事費について「体育館費」以外

の科目（項）で処理されるためである。このように、体育館を運営していくために支出されている費用であるにもかか

わらず「体育館費」に含まれていない費用は相当額あり、上記の収支計算書については、必ずしも体育館の収支の実態

を適切に示しているとはいえないであろう。

人件費、修繕費、委託料等、一部の支出科目については、後で詳しく分析することにしたい。

Ⅲ．京都府立体育館の現状と問題点

１．収入の妥当性についての検証

上述のように、体育館は毎年約５千万円の収入に対し、支出は約２億円となっており、支出が収入を大きく上回って

いる。その差額は約１億５千万円である。

そこで以下、施設の稼働率、使用料等、収入を分析することにより、年間5,000万円という収入規模の妥当性につい

て検証を行うとともに、今後の収入増加の可能性についても併せて検討することにする。

�１ 利用率の分析

以下は体育館における過去５年間の利用率の推移である。

上記推移表（「利用率の推移」）のとおり、体育館の利用率は例年95％以上の高い数値を記録しており、ほとんど空き

のない状態が続いている。収入について、施設利用率の観点から問題はなく、稼働率アップによる収入の増加も今以上

には見込めないものと思慮されるところである。
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�２ 使用料の検証

体育館の使用料が、現在の消費者物価指数や他の同様の施設と比較して著しく低いため、結果として施設を運営して

いくうえで十分な収入を確保できていないという可能性がある。それならば、使用料を適正な水準まで引き上げ、収入

を増加させることにより、収支の状況を改善することができよう。

そこでつぎに、体育館の使用料について、過去の料金の推移をみるとともに他施設との比較検証を行った。

体育館の使用料の推移は、つぎのとおりである。使用料については、京都における府立施設全体の使用料・手数料の

見直しに併せ、開館から現在にいたるまで３度の見直しを行ってきた。見直しに際しては、改訂前単価に消費者物価指

数、消費税の伸び、他府県類似施設の状況等を勘案し改訂を行っており、適正価格に設定されていると推察されるとこ

ろである。

さらに、他施設と使用料の比較分析を行った。以下の表のとおりである。１㎡あたりの使用料（入場無料、アマスポ、

平日、午前）は、体育館6.6円、滋賀県立体育館6.0円、大阪府立体育会館8.0円であることがわかる。
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施設の規模、立地条件等から、厳密な比較はできていないものの、数カ所との比較を試みたところでは、体育館の使

用料が、他府県の類似施設に比べ著しく低いということはなく、概ね妥当なものであるとの結果となった。また、現在

の水準以上の使用料の値上げについては、府民から相当な反発を受けることが予想され、実質的には困難であると思わ

れる。したがって、料金の値上げによる収入の増加は見込めないであろう。

体育館では、施設の稼働率がほぼ100％であり、使用料も適正に設定されていることから、その収入について、稼働

率および使用料の観点から問題として指摘すべき事項は発見できなかった。
�３ 興行（営利）収入増加の可能性および施設の目的との関係について

体育館において、最も短期間でまとまった収入を確保できるのは「興行（営利）」である。そこで、過去の興行によ

る収入を分析するとともに、今後の収入増加の可能性、施設の目的との関係について検証することにする。

以下は過去10年間の興行（営利）収入の内訳である。平成６年度は、延べ15日、合計で11,897千円の収入を計上して

いるものの、それ以降は興行数も減少し、平成８年度、12年度、14年度においては興行が行われていない。
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設立当時は、体育館が西日本最大であったことから、歌謡ショーをはじめ多くの興行が行われていたが、最近では、

以下の理由から体育館での興行はほとんど行われなくなり、それゆえに、興行収入は激減している。

① 近隣府県に新しい大規模な施設が増加し、当該施設で興行が行われるようになったこと。

② ＪＲ円町駅（平成12年９月）ができたものの、交通事情があまりよくないため、集客が見込めず、大規模な興行を

誘致できないこと。

③ 興行を主催する者にとって、観客が盛り上がることは最大の課題である。このため主催者側は、観客動員数に対し

空席ができてしまうような広すぎる施設は、たとえ会場費が安くとも使用しない。換言すれば、体育館は、広すぎる

がゆえに、大規模な興行しか誘致できないこと。

また、体育館は、その収入を増やすべく興行を積極的に誘致するための営業活動や広報活動はほとんど行っていない。

しかし、監査人はこの状況を問題とは考えていない。なぜならば、体育館が興行を積極的に推進することは、施設本来

の目的が無視されることになる可能性があるからである。

昭和46年に制定された京都府立体育館条例第１条においては、府立体育館設置の目的について、「府民の健康で文化

的な生活の向上に寄与するため、スポーツの振興を図り、あわせて行事、催物その他の用に供することを目的とし

て・・・」と規定している。この条例によれば、体育館の目的は、府のスポーツ振興の拠点として、府民がスポーツを

楽しみ、いきいきとした生活をおくることができるような環境づくりをすることである。だから、興行等のイベントに

ついては、スポーツ振興に併せて補足的に実施されるものとして位置づけられるべきであろう。


